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○土木工事数量算出要領とは

北海道建設部では、建設管理部が施行する土木工事にかかる工

事費用の積算及び契約における透明性・客観性を向上し、発注者

・受注者間の共通認識の形成を図るため、「工事工種体系化」を

定めています。

この「工事工種体系化」により工事費用を積算するために、各

工種ごとに算出する数量の項目、区分及び算出方法を定めたもの

が「土木工事数量算出要領」です。



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日（令和６年（2024年）４月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

共通編 50
数 量 区

１章 共通-38 分 の
扱 い の

基本事項 明 確 化

1.11
数量集計
表の標準
様式



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日（令和６年（2024年）４月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

共通編 51
数 量 区

１章 共通-39 分 の
扱 い の

基本事項 明 確 化

1.11
数量集計
表の標準
様式



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日（令和６年（2024年）４月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

共通編 52
数 量 区

１章 共通-40 分 の
扱 い の

基本事項 明 確 化

1.11
数量集計
表の標準
様式



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和６年（2024年）２月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

共通編 共通-24 記載の
改定

１章

基本事項

改 定



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年（2023年）10月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

共通編 共通-18 他基準
と整合

１章

基本事項

共通-19

改 定

共通-18

共通-19



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年（2023年）10月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

共通編 共通-20 他基準
共通-21 と整合

１章

基本事項

共通-22

改 定

共通-20
共通-21

共通-22



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年（2023年）10月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

共通編 共通-23 他基準
と整合

１章

基本事項

共通-24

改 定

共通-23

共通-24



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年（2023年）10月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

共通編 共通-26 他基準
と整合

１章

基本事項

改 定

共通-26

共通-27



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年（2023年）10月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

共通編 共通-27 他基準
と整合

１章

基本事項

共通-28

改 定

共通-27

共通-28



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年（2023年）10月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

共通編 共通-29 他基準
と整合

１章

基本事項

改 定

共通-29

共通-30



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年（2023年）10月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

共通編 共通-33 他基準
と整合

１章

基本事項

改 定

共通-33



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年（2023年）10月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

共通編 共通-36 他基準
と整合

１章

基本事項

改 定

共通-36



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)10月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

共通編 共通-18
記載の

２章 改定
土工



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)10月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

共通編 共通-92
記載の

３章 追加
発泡スチ
ロールを
用いた超
軽量盛土
工

共通編 共通-144 誤記の
訂正

６章
擁壁工
6.3

補強盛土
工



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)10月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

共通編 共通-216
他基準

10章 と整合
構造物取
壊し工

10.2
旧橋撤去
工

共通編 共通-230 誤記の
訂正

11章
仮設工

11.1.2
土のう締
切工



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)10月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

共通編 共通-236
元の通

11章 知文と
仮設工 整合

11.2
締切排水
工

共通編 共通-281 記載の
追記

11章
仮設工

11.12
敷鉄板設
置撤去工



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)10月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

河川・ 河川･砂防
砂防編 -14 他基準

と整合
1章
護岸・
根固工

1.6
コンクリ
ートブロ
ッ ク 積
(張)工

河川･砂防
-15



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)10月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

河川・ 河川･砂防
砂防編 -15 他基準

と整合
1章
護岸・
根固工

1.6
コンクリ
ートブロ
ッ ク 積
(張)工

河川･砂防
-16

河川･砂防
-17



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)10月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

河川・ 河川･砂防
砂防編 -17 他基準

と整合
1章
護岸・
根固工

1.6
コンクリ 河川･砂防
ートブロ -20
ッ ク 積
(張)工



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)10月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

資料編 資料-28
記載の

３章 追加

3.3
副産物の
参考重量
について



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)２月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

共通編 共通-81

２．６ 護 岸 法
法面整形 面 小 段
工 整 形 を

廃 止
３．区分 （ 国 の

取 扱 い
と統一）



土木工事数量算出要領 の 改定・追加・訂正 適用年月日
（令和５年(2023年)２月１日以降積算基準日適用）

区 分 ページ 改 定 現 行 備 考

共通編 共通-86
共通-87

２．６ 護 岸 法
法面整形 面 小 段
工 整 形 を

廃 止
８．参考 （ 国 の

取 扱 い
と統一）

図 中 の
古 い 用
語 を 訂
正



-＜ 1 ＞-

目 次
第１編【共通編】

１章 基本事項 共通- 1 -

１．１ 適用範囲 共通- 3 -

１．２ 数量計算方法 共通- 3 -

１．３ 構造物の数量から控除しないもの 共通- 4 -

１．４ 構造物の数量に加算しないもの 共通- 4 -

１．５ 数量計算の単位及び数位 共通- 5 -

１．６ 設計表示単位及び数位 共通- 6 -

１．７ 図面表示単位 共通- 6 -

１．８ 単位体積質量 共通- 7 -

１．９ 数量の算出 共通- 8 -

１．１０ BIM/CIMモデルによる数量算出方法 共通- 9 -

１．１１ 数量集計表の標準様式 共通- 38 -

２ 章 土工 共通- 41 -

２．１ 土工一般事項 共通- 43 -

２．２ 土工 共通- 44 -

２．３ 作業土工 共通- 65 -

２．３．１ 床掘工 共通- 65 -

２．３．２ 埋戻工 共通- 76 -

２．４ 安定処理工 共通- 78 -

２．５ 安定処理工（自走式土質改良工） 共通- 80 -

２．６ 法面整形工 共通- 81 -

３ 章 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 共通- 89 -

３．１ 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 共通- 91 -

４ 章 コンクリート工 共通- 95 -

４．１ コンクリート工 共通- 97 -

４．２ 型枠工 共通- 100 -

４．３ 鉄筋工 共通- 103 -

４．３．１ 鉄筋工 共通- 103 -

４．３．２ ガス圧接 共通- 106 -

４．４ 張りコンクリート工 共通- 107 -

５ 章 法面工 共通- 111 -

５．１ 法枠工 共通- 113 -

５．１．１ プレキャスト法枠工 共通- 113 -

５．１．２ 現場打法枠工 共通- 115 -

５．１．３ 吹付枠工 共通- 117 -

５．１．４ プレキャストコンクリート板設置工 共通- 120 -

５．２ 吹付工 共通- 122 -

５．３ 植生工 共通- 123 -

５．４ アンカー工（ロータリーパーカッション式） 共通- 127 -

５．５ 鉄筋挿入工（ロックボルト工） 共通- 133 -

６ 章 擁壁工 共通- 137 -

６．１ プレキャスト擁壁工 共通- 139 -

６．２ 補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、

ジオテキスタイル補強土壁） 共通- 140 -

６．３ 補強土壁工 共通- 144 -



-＜ 2 ＞-

６．４ 場所打擁壁工 共通- 149 -

６．４．１ 場所打擁壁工（１） 共通- 149 -

６．４．２ 場所打擁壁工（２） 共通- 152 -

７ 章 函渠工 共通- 155 -

７．１ 函渠工 共通- 157 -

７．１．１ 函渠工（１） 共通- 157 -

７．１．２ 函渠工（２） 共通- 158 -

７．１．３ 函渠工（３） 共通- 160 -

８ 章 地盤改良工 共通- 163 -

８．１ サンドドレーン工・サンドコンパクションパイル工・サンドマット工 共通- 165 -

８．２ 粉体噴射撹拌工（ＤＪＭ工法） 共通- 167 -

８．３ 中層混合処理工 共通- 170 -

８．４ スラリー撹拌工 共通- 172 -

８．５ 高圧噴射撹拌工 共通- 174 -

８．６ 薬液注入工 共通- 176 -

９ 章 基礎工 共通- 179 -

９．１ 基礎・裏込砕石工、基礎・裏込栗石工 共通- 181 -

９．２ 鋼矢板工 共通- 182 -

９．３ 既製杭工 共通- 185 -

９．４ 木杭打工 共通- 189 -

９．５ 場所打杭・深礎工 共通- 190 -

９．６ ニュ－マチックケ－ソン基礎工 共通- 199 -

９．７ 鋼管矢板基礎工 共通- 205 -

９．８ 鋼管ソイルセメント杭工 共通- 207 -

１０ 章 構造物取壊し工 共通- 211 -

１０．１ 構造物取壊し工 共通- 213 -

１０．２ 旧橋撤去工 共通- 215 -

１０．３ 骨材再生工 共通- 217 -

１０．４ コンクリート削孔工 共通- 218 -

１０．５ 殻運搬 共通- 220 -

１１ 章 仮設工 共通- 221 -

１１．１ 土留・仮締切工 共通- 223 -

１１．１．１ 土留・仮締切工 共通- 223 -

１１．１．２ 土のう締切工 共通- 229 -

１１．１．３ 砂防堰堤の仮締切（参考） 共通- 231 -

１１．２ 締切排水工 共通- 232 -

１１．３ 仮橋・仮桟橋工 共通- 237 -

１１．４ 足場工 共通- 239 -

１１．５ 支保工 共通- 250 -

１１．６ 仮囲い設置撤去工 共通- 254 -

１１．６．１ 仮囲い設置撤去工 共通- 254 -

１１．６．２ 雪寒仮囲い工 共通- 255 -

１１．６．３ 防寒囲い数量算出例 共通- 261 -

１１．７ 土のう工 共通- 271 -

１１．８ 防護柵工 共通- 272 -

１１．８．１ 仮設落石防護柵工 共通- 272 -

１１．８．２ 切土及び発破防護柵工 共通- 273 -

１１．８．３ 急傾斜防止工事用防護柵工 共通- 275 -

１１．９ 汚濁防止フェンス工 共通- 277 -



-＜ 3 ＞-

１１．１０ ウエルポイント工 共通- 278 -

１１．１１ 連続地中壁工（柱列式） 共通- 279 -

１１．１２ 敷鉄板設置撤去工 共通- 281 -

１２ 章 排水工 共通- 283 -

１２．１ 排水構造物工 共通- 285 -

１２．１．１ 排水構造物工（プレキャスト製品） 共通- 285 -

１２．１．２ 排水構造物工（現場打ち水路） 共通- 290 -

１２．１．３ 排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝） 共通- 290 -

１３ 章構造物補修工 共通- 291 -

１３．１ 構造物補修工 共通- 293 -

１３．１．１ ひび割れ補修工（充てん工法） 共通- 293 -

１３．１．２ ひび割れ補修工（低圧注入工法） 共通- 294 -

１３．１．３ 断面修復工（左官工法） 共通- 295 -

第２編【河川・砂防編】

１章 護岸・根固め工 河川・砂防- 1 -

１．１ 消波根固めブロック工 河川・砂防- 3 -

１ ．１． ２ 消波根固めブロック工（ブロック撤去工）

(0.25t以上35.5t以下) 河川・砂防- 6 -

１．２ 沈床工 河川・砂防- 7 -

１．３ かご工 河川・砂防- 8 -

１．４ 捨石工（河川海岸） 河川・砂防- 11 -

１．５ 護岸基礎ブロック工 河川・砂防- 12 -

１．６ コンクリートブロック積(張)工 河川・砂防- 14 -

１．７ 石積（張）工 河川・砂防- 21 -

１．７．１ 多自然型護岸工（巨石積（張）工） 河川・砂防- 21 -

１．７．２ 石積（張）工 河川・砂防- 23 -

１．８ 巻止、横帯ブロック工 河川・砂防- 26 -

１．９ 袋詰玉石工 河川・砂防- 27 -

１．１０ 笠コンクリートブロック据付工 河川・砂防- 28 -

２章 樋門・樋管 河川・砂防- 29 -

２．１ 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管 河川・砂防- 31 -

２．２ 樋門・樋管（北海道建設部標準タイプ） 河川・砂防- 32 -

２．２．１ 本体工 河川・砂防- 32 -

２．２．２ 付属物設置工 河川・砂防- 34 -

３章 浚渫工 河川・砂防- 39 -

３．１ 浚渫工（ポンプ式浚渫船） 河川・砂防- 41 -

３．２ 浚渫工（バックホウ浚渫船） 河川・砂防- 43 -

４章 河川維持工 河川・砂防- 45 -

４．１ 堤防除草工 河川・砂防- 47 -

４．２ 堤防天端補修工 河川・砂防- 50 -

４．３ 堤防芝養生工 河川・砂防- 51 -

４．４ 伐木除根工 河川・砂防- 52 -

４．５ 塵芥処理工 河川・砂防- 54 -

４．６ ボーリンググラウト工 河川・砂防- 55 -



-＜ 4 ＞-

４．７ 木杭打工 河川・砂防- 59 -

５章 砂防工 河川・砂防- 61 -

５．１ 土工 河川・砂防- 63 -

５．２ コンクリート工 河川・砂防- 65 -

５．３ 残存型枠工 河川・砂防- 70 -

５．４ 仮設備工（砂防工） 河川・砂防- 71 -

５．４．１ ケーブルクレーン設備 河川・砂防- 71 -

５．５ 鋼製砂防工 河川・砂防- 72 -

５．６ 砂防ソイルセメント工 河川・砂防- 73 -

６章 斜面対策工 河川・砂防- 75 -

６．１ 集水井工 河川・砂防- 77 -

６．１．１ 集水井工（ライナープレート土留工法） 河川・砂防- 77 -

６．１．２ 集水井工（プレキャスト土留工法） 河川・砂防- 79 -

６．２ 集排水ボーリング工 河川・砂防- 80 -

６．３ 地すべり・急傾斜地崩壊防止工（山腹水路工） 河川・砂防- 82 -

６．４ かご工（斜面対策） 河川・砂防- 84 -

７章 消波工 河川・砂防- 85 -

７．１ 消波工（捨石） 河川・砂防- 87 -

７．２ 消波工（ブロック製作・据付） 河川・砂防- 89 -

８章 光ケーブル工 河川・砂防- 91 -

８．１ 光ケーブル配管工 河川・砂防- 93 -

８．１．１ 適用 河川・砂防- 93 -

８．１．２ 土工 河川・砂防- 93 -

８．１．３ 配管設置 河川・砂防- 94 -

８．１．４ ハンドホール設置 河川・砂防- 95 -

第３編【道路編】

１章 舗装工 道路－ 1

１．１ 不陸整正 道路－ 3

１．２ 路盤工 道路－ 5

１．３ アスファルト舗装工 道路－ 8

１．４ 半たわみ性（コンポジット）工 道路－ 12

１．５ コンクリート舗装工 道路－ 13

１．６ 連続鉄筋コンクリート舗装工 道路－ 15

１．７ 排水性アスファルト舗装工 道路－ 16

１．８ 透水性アスファルト舗装工 道路－ 17

１．９ グースアスファルト舗装工 道路－ 18

１．１０ 薄層カラー舗装工 道路－ 19

１．１１ 橋面防水工 道路－ 20

１．１２ 平石張工 道路－ 21

１．１３ 踏掛版工 道路－ 23

２章 付属施設工 道路－ 25

２．１ 防護柵設置工 道路－ 27

２．１．１ 防護柵工 道路－ 27

２．１．２ 立入防止柵工 道路－ 29
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２．１．３ 車止めポスト設置工 道路－ 31

２．１．４ 防雪柵設置・撤去工 道路－ 32

２．１．５ 雪崩予防柵設置工 道路－ 34

２．１．６ 防雪柵現地張出し・収納工 道路－ 37

２．１．７ ワイヤロープ設置工 道路－ 40

２．２ 落石防止工 道路－ 42

２．２．１ 落石防止網工 道路－ 42

２．２．２ 落石防止網（繊維網）設置工 道路－ 44

２．２．３ 落石防護柵工 道路－ 45

２．３ 標識工 道路－ 47

２．３．１ 標識工 道路－ 47

２．４ 道路付属施設工 道路－ 49

２．４．１ 区画線工、高視認性区画線工 道路－ 49

２．４．２ 路側工 道路－ 51

２．４．３ 境界工 道路－ 52

２．４．４ 道路付属物工 道路－ 53

２．５ 遮音壁設置工 道路－ 55

２．６ 組立歩道工 道路－ 61

２．７ 道路植裁工 道路－ 63

３章 道路維持修繕工 道路－ 67

３．１ 路面切削工 道路－ 69

３．２ 舗装版破砕工 道路－ 71

３．３ 舗装版切断工 道路－ 73

３．４ 道路打換え工 道路－ 75

３．５ 路上路盤再生工 道路－ 77

３．６ アスファルト舗装補修工 道路－ 78

３．６．１ 欠損部補修工 道路－ 78

３．６．２ わだち掘れ補修工 道路－ 79

３．７ アスファルト注入工 道路－ 80

３．８ 舗装版クラック補修工 道路－ 81

３．９ 道路付属構造物塗替工 道路－ 82

３．１０ 張紙防止塗装工 道路－ 83

３．１１ 道路除草工 道路－ 84

３．１２ 路肩整正工 道路－ 86

３．１３ 道路清掃工 道路－ 87

３．１３．１ 路面清掃工 道路－ 87

３．１３．２ 道路付属物清掃工 道路－ 89

３．１４ 排水施設清掃工 道路－ 90

３．１４．１ 側溝清掃工、管渠清掃工、集水桝清掃工 道路－ 90

３．１４．２ 集水桝清掃工（単独作業） 道路－ 92

３．１５ トンネル清掃工 道路－ 93

３．１６ トンネル照明器具清掃工 道路－ 94

３．１７ トンネル漏水対策工 道路－ 95

３．１８ 植裁維持工 道路－ 96

３．１８．１ 樹木・芝生管理工 道路－ 96

３．１９ 床版補強工 道路－ 100

３．１９．１ 鋼板接着工 道路－ 100

３．１９．２ 増桁架設工 道路－ 101

３．１９．３ 炭素繊維接着工 道路－ 103

３．１９．４ 足場工、朝顔、防護工 道路－ 105

３．２０ 橋梁補強工 道路－ 107

３．２０．１ 橋梁補強工（鋼板巻立て）（１） 道路－ 107
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３．２０．２ 橋梁補強工（鋼板巻立て）（２） 道路－ 112

３．２０．３ 橋梁補強工（コンクリート巻立て）（１） 道路－ 114

３．２０．４ 橋梁補強工（コンクリート巻立て）（２） 道路－ 118

３．２１ 落橋防止装置工 道路－ 120

３．２１．１ 落橋防止装置工 道路－ 120

４章 鋼橋上部工 道路－ 125

４．１ 鋼材 道路－ 127

４．１．１ 橋梁本体 道路－ 127

４．１．２ 付属物 道路－ 133

４．２ 工場製作工 道路－ 134

４．２．１ 鋼材質量 道路－ 134

４．２．２ 溶接延長 道路－ 136

４．３ 塗装工 道路－ 137

４．４ 鋼橋架設工 道路－ 140

４．５ 仮設工 道路－ 142

４．５．１ 足場設備工 道路－ 142

４．５．２ 防護設備工 道路－ 144

４．５．３ 登り桟橋工 道路－ 145

４．６ 床版工 道路－ 146

４．６．１ コンクリート床版工 道路－ 146

４．６．２ グレーチング床版架設工 道路－ 147

４．７ 橋梁付属物工 道路－ 148

４．７．１ 伸縮装置工 道路－ 148

４．７．２ 橋梁排水管設置工 道路－ 149

４．８ 歩道橋（側道橋）架設工 道路－ 150

５章 コンクリート橋上部工 道路－ 153

５．１ コンクリート主桁製作工 道路－ 155

５．１．１ プレテンション桁購入工 道路－ 155

５．１．２ ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工 道路－ 158

５．１．３ ＰＣホロースラブ製作工 道路－ 159

５．１．４ ＲＣ場所打ホロースラブ製作工 道路－ 161

５．１．５ ＰＣ箱桁製作工 道路－ 162

５．１．６ プレビーム桁製作工 道路－ 163

５．１．７ ＰＣ片持製作工 道路－ 164

５．２ 架設工 道路－ 166

５．２．１ プレキャストセグメント主桁組立工 道路－ 166

５．２．２ プレビーム桁架設工 道路－ 167

５．２．３ ＰＣ片持架設工 道路－ 168

５．３ 架設支保工 道路－ 171

５．４ 横組工 道路－ 178

５．４．１ プレテンション桁 道路－ 178

５．４．２ ポストテンションＴ桁 道路－ 179

５．５ 支承工 道路－ 180

５．６ 仮設工 道路－ 181

５．６．１ 足場設備工 道路－ 181

５．６．２ 防護設備工 道路－ 183

５．６．３ 登り桟橋工 道路－ 184

５．７ 橋梁付属物工 道路－ 185

５．７．１ 伸縮装置工 道路－ 185

５．７．２ 橋梁排水管配置工 道路－ 185

５．７．３ 橋梁付属施設配置工 道路－ 185
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６章 鋼製橋脚設置工 道路－ 187

６．１ 鋼製橋脚設置工 道路－ 189

７章 橋台・橋脚工 道路－ 191

７．１ 橋台・橋脚工（１）（構造物単位） 道路－ 193

７．２ 橋台・橋脚工（２） 道路－ 196

８章 橋梁補修工 道路－ 197

８．１ 橋梁地覆補修工（撤去・復旧） 道路－ 199

８．２ 支承取替工 道路－ 201

８．３ 沓座拡幅工 道路－ 204

８．４ 桁連結工 道路－ 206

８．５ 現場溶接鋼桁補強工 道路－ 208

８．６ 表面被覆工（塗装工法） 道路－ 209

９章 トンネル工 道路－ 211

９．１ ＮＡＴＭ（発破・機械掘削工法（坑口含む）、非常駐車帯工） 道路－ 213

９．１．１ 適用 道路－ 213

９．１．２ 掘削・支保工 道路－ 214

９．１．３ 覆工コンクリート工・防水工 道路－ 220

９．１．４ インバート工 道路－ 222

９．１．５ 付帯設備工等 道路－ 223

９．１．６ 工事用仮設備 道路－ 224

９．２ トンネル内装板設置工 道路－ 225

１０章 共同溝工 道路－ 227

１０．１ 共同溝工（１） 道路－ 229

１０．２ 共同溝工（２） 道路－ 230

１０．２．１ 適用 道路－ 230

１０．２．２ 布掘工 道路－ 230

１０．２．３ 掘削工 道路－ 231

１０．２．４ 埋戻工 道路－ 232

１０．２．５ 基礎砕石工 道路－ 232

１０．２．６ コンクリート工 道路－ 233

１０．２．７ 型枠工 道路－ 234

１０．２．８ 鉄筋工 道路－ 234

１０．２．９ 足場工 道路－ 235

１０．２．１０ 支保工 道路－ 235

１０．２．１１ 伸縮継手工、カラー継手工 道路－ 236

１０．２．１２ 防水工 道路－ 237

１０．２．１３ 防水層保護工 道路－ 238

１０．３ 電線共同溝（Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ）工 道路－ 239

１０．３．１ 適用 道路－ 239

１０．３．２ 舗装版破砕積込 道路－ 239

１０．３．３ 土工 道路－ 239

１０．３．４ 基礎工 道路－ 240

１０．３．５ 管路工 道路－ 241

１０．３．６ 仮設工 道路－ 243
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第４編【公園編】

１章 公園植栽工 公園－ 1

１．１ 公園植栽工 公園－ 3

１．２ 公園除草工 公園－ 5

第５編【資料編】

１章 土量計算 資料- 1 -

１．１体系化用語の解説 資料- 3 -

１．２ 土の流れの概念図 資料- 5 -

１．３ 土工積算の基本フロー 資料- 6 -

１．４ 書式と記載例 資料- 7 -

２章 伐開工（準備工） 資料- 19 -

２．１ 伐開工の面積算出 資料- 21 -

２．２ 伐開工の運用区分 資料- 21 -

２．３ 伐開工（すき取り土・すき取り物）の数量算出 資料- 22 -

３章 建設副産物の積算数量の算出 資料- 23 -

３．１ 建設副産物の積算数量の算出 資料- 25 -

３．２ 舗装の切断作業時に発生する排水について 資料- 26 -

３．３ 副産物の参考重量について 資料- 28 -

４章 機械設備 資料- 29 -
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１章 基本事項

１．１ 適用範囲

北海道建設部及び建設管理部が行う土木工事に係る工事数量の計算等にあたっては、本要

領を適用する。

１．２ 数量計算方法

数量の単位は、計量法によるものとする。

長さ・面積・断面積等の計算は数学公式によるほか、スケールアップ、プラニメーター、

平均面積（断面）法等により行うものとする。また、ＣＡＤソフト等により算出した数値に

ついては、図面上で照査できるよう測点・延長等を明記することで適用できる。

算式計算の乗除は、記載の順序によって行ない、四捨五入して位止めするものとする。

１．数量の単位

数量の単位は、すべて計量法によるものとする。

２．長さの計算

長さの計算は数学公式によるほか、スケールアップによることができる。

スケールアップによるときは、２回以上の実測値の平均値とする。

３．面積の計算

（１）面積の計算は数学公式によるほか、３斜誘致法、又はプラニメーターによって算出する。

プラニメーターを使用するときは、３回以上測ったもののうち、正確と思われるもの３回の

平均値とする。

（２）面積計算で各法長が一定でないときは、両辺長を平均したものにその断面間の距離を乗ず

る平均面積法により算出する。

（３）ＣＡＤソフトにより算出した数値を使用する場合は、その数値をプリントした図面上でス

ケールアップや計算において照査できるよう測点・延長等を明記する。

４．体積の計算

体積の計算は数学公式によるほか、両断面積の平均数量に距離を乗じる平均断面法により算

出する。

５．構造物の計算に用いる角度

構造物の計算に用いる角度は「分」までとし、円周率、法長、乗率、三角関数及び弧度は四

捨五入して小数第３位とする。

６．算式計算の乗除

算式計算の乗除は、記載の順序によって行ない、分数は約分せず分子分母にその値を求めた

後に除法を行なうものとし、四捨五入により位止めするものとする。
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１．３ 構造物の数量から控除しないもの

構造物中の鉄筋・水抜き穴等で、その容積又は面積が僅少なものは、構造物の数量から控

除しなくてよいものとする。

次に掲げる種類の容積または面積は、原則として構造物の数量から控除しなくてよいことと

する。

１．コンクリート中の鉄筋・鋼矢板・土留材等

２．コンクリート中の基礎杭頭

３．コンクリート中の支承座面の箱抜

４．床版コンクリート中の主桁上フランジ

５．鋼材中のボルト孔及び隅欠き

６．コンクリート構造物の面取り及び水切

７．コンクリート構造物の伸縮継目の間隔及び止水板

８．コンクリート構造物内の内径30㎝以下の管類、水抜孔等

９．基礎材（均しコンクリートを含む）中の径30cm以下の杭及び胴木

10．法沿い堅排水工、地下排水工等の容積及びこれに類似のもの

11．コンクリート構造物中のモルタル注入孔及び埋込金具等の容積

12. 舗装工、床版工中の１箇所1.0 ㎡未満の建造物

13. 盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0 ㎡未満の建造物

14. ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ等防護柵の支柱の箱抜き

15．その他面積又は体積が前項に示す値以下で全体数量に及ぼす影響が僅少なもの

ただし、現場打杭及び杭頭部の結合方式方法Ａの場合のフーチングコンクリートについ

ては、控除する。

16. 上記１～15に準ずるものと判断されるもの

１．４ 構造物の数量に加算しないもの

施工時において、発注者が不適当と認めて解体・除去を命じた構造物、材料の損失等につ

いては、構造物数量には加算しないものとする。

施工時に数量を算出する必要がある場合、次に揚げる内容については、構造物の数量に加算

しないものとする。

１．品質・形状等が不適当と発注者が認め、解体・除去を命じた構造物

２．型枠の余裕面積

３．コンクリート・鉄筋等材料の損失量

４．鉄筋の組立・据付に使用したタイクリップ等

５．仮締切、支保、足場工等における仮設基礎コンクリート等

６．上記１～５に準ずるものと判断されるもの
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１．５ 数量計算の単位及び数位

数量計算に用いる単位及び数位は、表－１～３によるものとし、数位に満たない

場合は有効数字上位１桁（２桁以下四捨五入）の数量を数位とする。なお、表にな

いものは表－１に準ずるものとする。

表－１ 数量計算の単位及び数位一覧表

計 算 書 名 種 別 単位 数 位 摘 要

土 工 量 距 離 ｍ 小数位以下１位止 ２位四捨五入
高 ｍ 〃 １ 〃 ２ 〃
幅 ｍ 〃 １ 〃 ２ 〃

断 面 積 m2 〃 １ 〃 ２ 〃
平均断面積 m2 〃 ２ 〃 ３ 〃
土 量 m3 〃 １ 〃 ２ 〃

法 面 積 距 離 ｍ 小数位以下１位止 ２位四捨五入
法 長 ｍ 〃 １ 〃 ２ 〃
平 均 法 長 ｍ 〃 ２ 〃 ３ 〃
面 積 m2 〃 １ 〃 ２ 〃

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 距 離 ｍ 小数位以下１位止 ２位四捨五入
（石）積（張） 法 長 ｍ 〃 １ 〃 ２ 〃

面積 平 均 法 長 ｍ 〃 ２ 〃 ３ 〃
面 積 m2 〃 １ 〃 ２ 〃

コンクリート・ 幅 ｍ 小数位以下２位止 ３位四捨五入
アスファルト 高 ｍ 〃 ２ 〃 ３ 〃

体積 長 ｍ 〃 ２ 〃 ３ 〃
体 積 m3 〃 １ 〃 ２ 〃

型 枠 面 積 幅 ｍ 小数位以下２位止 ３位四捨五入
高 ｍ 〃 ２ 〃 ３ 〃
長 ｍ 〃 ２ 〃 ３ 〃

面 積 m2 〃 １ 〃 ２ 〃

鉄 筋 質 量 φ 径 ㎜ 整 数
単 位 質 量 ㎏/m 小数位以下３位止 １本当り質量

有効数字３桁 は小数２位止
四捨五入

質 量 ㎏ 整 数 位 止 １位四捨五入

足 場 ・ 支 保 幅 ｍ 小数位以下１位止 ２位四捨五入
高 ｍ 〃 １ 〃 ２ 〃

距 離 ｍ 〃 １ 〃 ２ 〃
面 積 掛m2 整 数 位 止 １位四捨五入
体 積 空m3 整 数 位 止 １位 〃

粗朶沈床等面積 幅 ｍ 小数位以下１位止 ２位四捨五入
長 ｍ 〃 １ 〃 ２ 〃

面 積 m2 〃 １ 〃 ２ 〃

舗 装 面 積 幅 ｍ 小数位以下２位止 ３位四捨五入
距 離 ｍ 〃 １ 〃 ２ 〃
面 積 m2 〃 １ 〃 ２ 〃

区 画 線 長 ｍ 小数位以下２位止 ３位四捨五入
延 長 ｍ 小数位以下１位止 ２位四捨五入

トンネル断面積 幅 ｍ 小数位以下２位止 ３位四捨五入
高 ｍ 〃 ２ 〃 ３ 〃
長 ｍ 〃 ２ 〃 ３ 〃

断 面 積 m2 〃 １ 〃 ２ 〃

鋼 材 質 量 幅 ｍ 小数位以下３位止 ４位四捨五入
高 ｍ 〃 ３ 〃 ４ 〃
長 ｍ 〃 ３ 〃 ４ 〃

但し鉄筋は
㎝止め（四捨
五入）とする

質 量 ㎏ 整 数 位 止 １位四捨五入

ボ ル ト 質 量 単 位 質 量 g/本 整 数 位 止 １位四捨五入
本 数 本 整 数
質 量 ㎏ 整 数 位 止 １位四捨五入

塗 装 面 積 幅 ｍ 小数位以下３位止 ４位四捨五入
高 ｍ 〃 ３ 〃 ４ 〃
長 ｍ 〃 ３ 〃 ４ 〃

面 積 m2 〃 １ 〃 ２ 〃
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表－２ 鋼 板 の 質 量

計 算 順 序 計 算 方 法 結 果 の け た 数

基本質量 7.85（厚さ／㎜、
㎏／㎜／m2 面積／m2の質量）

単位質量 基本質量（㎏／㎜／m2） 有効数字４けたの数値に丸める。
㎏／m2 ×板の厚さ（㎜）

面積 幅（ｍ）×長さ（ｍ） 有効数字４けたの数値に丸める。
m2

１枚の質量 単位質量（㎏） 有効数字３けたの数値に丸める。
㎏ ×面積（m2） ただし、100～999㎏は少数第１位

1,000㎏を超えるものは㎏の整数
値に丸める。

表－３ 平 鋼 の 質 量

計 算 順 序 計 算 方 法 結 果 の け た 数

基本質量 0.785
㎏/cm2/m （断面積１cm2 長さ1ｍ

の質量）

単位質量 基本質量（㎏/cm2/m） 有効数字３けたの数値に丸める。
㎏／ｍ ×断面積

断面積 幅（㎜）×厚さ（㎜） 有効数字４けたの数値に丸める。
cm2 ×１／１００

１枚の質量 単位質量（㎏／ｍ） 有効数字３けたの数値に丸める。
×長さ（ｍ） ただし、100～999㎏は少数第１位

1,000㎏を超えるものは㎏の整数
値に丸める。

ただし、「建設省土木構造物標準設計」（以下「標準設計」という。）、「北海道道路工事
設計図集」（以下「標準図集」という。）及び「北海道の中小河川における樋門標準設計」
（以下「樋門標準設計」という。）に記載されている単位当り数量については、記載されてい
る数値を使用するとともに、作業土工等で単位当りの数量を算出する場合は「標準設計」、
「標準図集」及び「樋門標準設計」に記載されている数量表示に基づき算出するものとする。

１．６ 設計表示単位及び数位

１．設計表示単位及び数位

設計表示単位及び数位は、検収区分ごとに定められた単位で、別表－１で定める数位によ

り四捨五入して求めるものとする。

・設計数量が設計表示数位に満たない場合及び、工事規模、工事内容等により、設計表示

数位が不適当と判断される場合は（小規模工事等）有効数位第１位の数量設計表示数位

とする。

・別表－１以外の項目について、設計表示単位及び数位を定める必要が生じたときは工事

規模、工事内容等を勘案して適正に定めるものとする。

（例：無収縮モルタル等の単価が高いもの）

２．数量の丸め

検収区分の内訳数量の丸め方法は、設計表示単位の１位下位の単位で丸めるものとする。

１．７ 図面表示単位

図面に表示する寸法単位は、mmとする。これ以外については単位を記入するものとする。

鋼材ＪＩＳは、国際単位系（ＳＩ）とする。
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１．８ 単位体積質量

単位体積質量は、試験等を実施し定める他、各種示方書・指針に使用されている数値を

用いるものとする。

数量計算に用いる１m3当り単位体積質量は、表―４のとおりとする。

ただし、試験等を実施した場合はその数値を使用する。

表－４ 単 位 体 積 質 量

名 称 規 格 単位 単 位 質 量 備 考

土 砂 ｋｇ １，８００

軟 岩 〃 ２，２００

硬 岩 〃 ２，５００

無 筋 〃 ２，３５０
コンクリート

鉄 筋 〃 ２，５００

細粒度ｱｽｺﾝ 〃 ２，２５０

細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 〃 ２，３００

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ 〃 ２，３５０
車 道 用

ｱｽﾌｧ 粗粒度ｱｽｺﾝ 〃 ２，３５０
ﾙﾄ
合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 〃 ２，３００

ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ 〃 ２，１００

細粒度ｱｽｺﾝ 〃 ２，１５０
歩 道 用

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 〃 ２，１５０

保護路肩 細粒度ｱｽｺﾝ 〃 ２，１００

砂 〃 １，７４０

切 込 砂 利 〃 ２，０２０

切 込 砕 石 〃 ２，０４０

粒 調 砕 石 〃 ２，１００

水硬性スラグ 〃 ２，０８０

粒 調 ス ラ グ 〃 ２，０６０

クラッシャーランスラグ 〃 ２，０６０

セ メ ン ト 〃 ３，０００

ソイルセメント 〃 ２，１００

鋼 材 〃 ７，８５０

水 〃 １，０００

木 材 〃 ８００

石 材 〃 ２，６００

す き 取 り 土 〃 １，１００ ※ふるい前

す き 取 り 物 〃 ８００ ※ふるい後
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１．９ 数量の算出

各工種の数量は、各章の記載内容により算出するものとする。

各工種の数量は、各章の記載内容により算出するものとする。

また、数量は、施工箇所、構造物ごとに数量を取りまとめるものとする。

なお、各章における「数量算出項目及び区分一覧表」に記載されている「○」、「×」が

意味する内容は次のとおりである。

「○」……… 数量算出項目の数量を算出するにあたって、○の区分については考慮する

必要があることを示す。

「×」……… 数量算出項目の数量を算出するにあたって、×の区分については考慮する

必要がないことを示す。
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１．１０ BIM/CIMモデルによる数量算出方法

数量の算出は「１．２ 数量計算方法」によるほか下記の方法によるものとする。

１．土構造物

（１）算出方法

３次元ＣＡＤソフト等を用いたa)～d)の方式

数量算出に用いる3次元点群座標データまた同様に数量算出に用いるサーフェスデータのメ

ッシュの大きさは、50cm間隔以下の密度とする。ただし、3次元点群座標データにおいて植生等

により測定した点が正しく地表を捉えられず、標準の点密度の取得が困難な場合には、この限

りでない。

a)点高法

2つの面データに重ね合わせたメッシュ（等間隔）交点で標高を算出し、標高差にメッシュ間

隔の面積を乗じたものを総和する。メッシュ間隔は50cm 以内とし、標高差の算出には、以下の

方法とする。

4点平均法：メッシュ交点の四隅の標高差を平均する方法

1点法：メッシュ交点にて標高差を算出する方法
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b）TIN分割を用いて求積する方法

2つの面データを作成した上で TIN からなる面データを作成したうえで、ある一定の標高値

にて DL 面（標高基準面）を設定し、各 TIN の水平面積と、TIN を構成する各点から DL 面ま

での高低差の平均（平均高低差）を乗じた体積を総和する。

なお、TIN とは Triangular Irregular Network の略。TIN は、標高データを補間する最も一

般的なデジタルデータ構造である。TIN は、多くの点を3次元上の直線で繋いで三角形の頂点の

組合せで面（サーフェス）を形成する。

c）プリズモイダル法

2つの面データを作成した上で TIN からなる面データを作成し、面データのポイントの位置

を互いの面データに投影する。次に各面データから、本来の自身が持つポイントと相手のポイ

ントを合わせたポイント位置により新たな三角網を形成し、この三角網の結節点の位置での標

高差に基づき複合した面データの標高を計算する。面データの各 TIN を構成する点をそれぞれ

の面データに投影すると、各面データに同じ水平位置で標高の異なる点が作成されるので、そ

の作成された点で再度面データを構築し、三角形水平面積と高低差を乗じた体積を総和する。

d）その他算出結果について結果を確認できるもの
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（２）BIM/CIMモデルによる数量算出方法

土構造物の数量算出に用いるBIM/CIMモデル（サーフェスモデル等）は、地表面や地層面をモ

デル化した「3次元地盤モデル」と、「掘削」における施工基面又は法面や「盛土」における路床

面又は法面等をモデル化した「土工モデル」である。これらのモデルを重ね合わせて、各面の標

高差分を用いる点高法等により、土構造物の数量を算出する。

土工（掘削、盛土）や残土処分の数量は、３次元地盤モデルに現地盤線や施工基面（計画路

床・河床面）等を表現した土工モデルや構造物モデル等を重ね合わせ、その体積の差分等によ

り算出する。

１）３次元地盤モデル（土質）

「３次元地盤モデル」は、地表面の地形及び地盤内の土質区分を3次元でモデル化したもので、

サーフェスモデル又は、連続面モデルで境界面を表現する。連続面モデルとは平均断面法と同

様にボーリングデータ等に基づく地質断面図を用いて土質区分の断面を表現し、一次比例で断

面間を補完して接続したものである。



共通 - 12 -

２）施工形態（土工モデル）

（Ａ）掘削

a）道路

オープンカットや片切掘削等における切取幅（数量算出区分に応じた幅）の境界面は、サ

ーフェスモデル等を用いて表現する。切取幅の境界面サーフェスは、平均断面法と同様に切

り出した断面で切取幅（5.0m）の境界線を作成し、複数の断面間の空間にソリッドモデルま

たは、サーフェスモデルを作成するロフトと呼ばれる3次元CADソフトウェアの機能により接

続したものである。

b）河川

現況及び計画のそれぞれで、構造物（築堤、高水敷、低水路等）のBIM/CIMモデル（サー

フェスモデル）を作成し、構造物ごとに数量が集計できるように、それぞれのBIM/CIMモデ

ルに属性を付与する。

堤防横断構造の場合、河川構造物堤防横断構造物のA領域、B領域を区別する機械区分の境

界面は、サーフェスモデル等を用いて表現する。
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（Ｂ）盛土

a）道路

盛土の部位（路体盛土、路床盛土、路肩盛土、歩道盛土、土羽土）ごとにBIM/CIMモデル

（サーフェスモデル）を作成し、部位ごとに数量が集計できるように属性を付与する。また、

土質区分ごとに集計できるように、土質区分も属性情報として付与する。なお、設計段階で

盛土に利用する土質が分からない場合はその限りでない。

路体盛土及び路床盛土の施工幅員（数量算出区分に応じた幅）は、サーフェスモデル等を

用いて表現する。施工幅員の境界面のサーフェスモデルは、平均断面法と同様に切り出した

断面で施工幅員の境界線を作成し、複数の断面間の空間にソリッドモデルまたは、サーフェ

スモデルを作成するロフトと呼ばれる3次元CADソフトウェアの機能により接続したものであ

る。

b）河川

構造物（築堤、高水敷、低水路等）及び盛土の部位（築堤盛土、土羽土）ごとにBIM/CI

Mモデル（サーフェスモデル）を作成し、構造物及び部位ごとに数量が集計できるように属

性を付与する。また、土質区分毎に集計できるように、土質区分も属性情報として付与する。

築堤盛土の施工幅員（数量算出区分に応じた幅）は、サーフェスモデル等を用いて表現す

る。施工幅員の境界面のサーフェスモデルは、上記の道路盛土と同様に、切り出した断面で

施工幅員の境界線を作成し、複数の断面間の空間にソリッドモデルまたは、サーフェスモデ

ルを作成するロフトと呼ばれる3次元CADソフトウェアの機能により接続したものである。
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２．コンクリート構造物

【BIM/CIMモデルによる数量算出】

A：「体積」を算出する項目

BIM/CIMモデルを用いて位置と体積を算出し、属性情報を用いて規格や仕様等を区

分する。コンクリート等に適用する。

B：「長さ」、「面積」や「個数」を算出する項目

簡易な幾何形状（点、線、面）を用いて位置、延長や面積を算出し、属性情報を

用いて規格や仕様等を区分する。鉄筋等に適用する。

C：積算上考慮すべき材料等について「必要性の有無」を確認する項目

積算時に率計上する必要があるかないかを確認する項目。必要性の有無にかかわ

らずBIM/CIMモデルの作成は不要であるが、積算時に参照できるよう、注記を付与し

て確認できるようにすること。

D：対象外とする項目

運搬量や破砕量および、処分費や除雪などの巡回回数や作業時間を算出する項目

等については、BIM/CIMモデルを用いた数量算出の対象外とする。

なお、上記は、BIM/CIMモデルによる数量算出を行う際の基本的な分類を示すもの

であり、必要に応じて「B」や「C」に分類されている項目に「A」や他の数量算出方

法を用いることを妨げるものではない。

※一般的な土木構造物の「足場」や「型枠」は、数量算出するため「Ｂ］を適用する。現場打ち擁壁、

函渠工、橋台橋脚、共同溝工の「足場」や「型枠」は、「コンクリート」に数量が含まれるため、

「Ｃ」を適用する。なお「化粧型枠」は、数量を算出する必要があることから、本図では「Ｂ」を例

示している。
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（１）数量算出項目及び区分一覧表

注）１．鉄筋については「第１編（共通編）4.3.1 鉄筋工」によるものとする。

２．基礎砕石（敷均し厚２０cmを超える場合）については、「第１編（共通編） 9.1基礎・

裏込砕石工」によるものとする。

３．冬期の施工で雪寒仮囲いが必要な場合については、「第１編（共通編） 11.6.2雪寒仮囲

い工」によるものとする。

４．逆T式橋台のみ必要な場合に計上する。

「橋台・橋脚本体コンクリート」は、BIM/CIMモデルより体積を算出し、属性情報を用いて規格・

形式を区分することより「A」を適用する。

「基礎砕石」の「敷均し厚20cm以下」は、必要性の有無を確認し、必要な場合は計上するが、材

料数量の算出は不要のため「C」を適用する。

「基礎砕石」の「敷均し厚20cm超え」は、BIM/CIMモデルより面積を算出し、属性情報を用いて規

格を区分することより「B」を適用する。

「均しコンクリート」は、必要性の有無を確認する「C」を適用する。

「化粧型枠」を使用する場合は、BIM/CIMモデルより面積を算出するため「B」を適用する。なお、

「一般型枠」を使用する場合も同様に「B」を適用するが、第１編（共通編）6章 6.4.1 場所打擁壁

工(1)、7章 7.1.1 函渠工(1)、第3編（道路編）7章 7.1 橋台・橋脚工(1)、10章 10.1 共同溝工

(1)の場合は歩掛で計上しており、数量算出が不要なため、BIM/CIMモデルの作成は不要である。

「鉄筋」は、簡易な幾何形状（点、線、面）を用いて位置と延長より質量を算出し、属性情報を

用いて規格を区分することより「B」を適用する。

「足場」は「B」を適用するが、第１編（共通編）6章 6.4.1 場所打擁壁工(1)、7章 7.1.1 函渠

工(1)、第3編（道路編）7章 7.1 橋台・橋脚工(1)、10章 10.1 共同溝工(1)の場合は歩掛で計上

しており、数量算出が不要なため、BIM/CIMモデルの作成は不要である。

「水抜きパイプ」は、必要な場合に計上することから「B」を適用するが、第1編（共通編）6章 6.

4.1 場所打擁壁工(1)では必要性の有無を確認する場合の「C」を適用する。
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３．鋼構造物

【BIM/CIMモデルによる数量算出】

Ⅰ：「質量」を算出する項目

BIM/CIMモデルを用いて位置とネット情報を算出し、属性情報を用いて規格や仕様

等を区分する。台形部材、全長にわたってテーパーのついた部材等に適用する。

グロス情報を必要とする場合は、属性情報を用いて質量を算出する。ガゼットプ

レートや板圧変化のテーパー等に適用する。

Ⅱ：「長さ」、「面積」や「個数」を算出する項目

簡易な形状（点、線、面）を用いて位置、延長や面積を算出し、属性情報を用い

て規格や仕様等を区分する。溶接延長、ハンドホール、マンホール、ボルト・ナッ

トやボルト孔等に適用する。

Ⅲ：BIM/CIM モデルに関連付けした属性情報より数量算出条件を抽出する項目

主桁間隔や高さ等を算出する項目に適用する。

塗装工等の全表面積等を算出する項目に適用する。

なお、上記は、BIM/CIMモデルによる数量算出を行う際の基本的な分類を示すもの

であり、必要に応じて「Ⅱ」や「Ⅲ」に分類されている項目に「Ⅰ」や他の数量算

出方法を用いることを妨げるものではない。
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（１）数量算出項目及び区分一覧表

「橋体」は、BIM/CIMモデルを用いて質量を算出し、属性情報を用いて構造形式と規格を区分すること

より「Ⅰ」を適用する。

「付属物」は、BIM/CIMモデルを用いて質量を算出し、属性情報用いて規格を区分するが、二次製品

を使用する部材が含まれる場合があるため「Ⅱ」を適用する。なお、質量の算出種別として、ネット

質量かグロス質量かを属性情報に明記する。
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１．１１ 数量集計表の標準様式

設計数量の集計は、本数量集計表の様式に従い、作成するものとする。

１．名称について

工事区分、工種、種別、細別、規格欄は、「北海道建設部土木工事工種体系化の手引き」（以下

「体系化の手引き」という。）の階層（レベル）構造に従い記入する。

１）工事工種体系化では、レベル１（工事区分）、レベル２（工種）、レベル３（種別）、レ

ベル４（細別）、レベル５（規格）、レベル６（積算要素）と階層構造を統一している。

２．数量区分について

数量区分は次のとおりとする。具体例は次頁を参照のこと。

１）委託業務（積算委託を除く）の成果品として数量集計表を作成する場合

各章の「区分一覧表」で○となっているものにより区分して、数量を記入する。

なお、区分が掲載されていないものについては、類似の工種の数量区分を準用するものと

する。類似の工種がない場合は、当該委託業務では知り得ない情報（具体的には、残土や産

業廃棄物等の運搬距離及びDID区間有無、時間的制約の有無及びこれらに類するものとする）

以外について適宜区分を行い、数量を記入する。

※委託業務（積算委託を除く）においては、委託者は下記２）を求めないものとする。

２）積算委託の成果品または工事の設計図書として数量集計表を作成する場合

積算時に必要とする条件とし、必要に応じて、１）に加えて必要な積算区分を行い、数量

を記入する。

３．単位について

単位の表示は、「１．５ 数量計算の単位及び数位」、「１．６ 設計表示単位及び数位」、

又は「体系化の手引き」により記入する。

１）数量計算用単位は「数量算出要領」により、積算用単位は「体系化の手引き」によるもの

とする。

４．数位について

算出すべき数量の数位は、「１．５ 数量計算の単位及び数位」により記入する。

５．合計欄について

レベル４（細別）ごとの数値の合計を行（列）頭に配置する。

１）表計算ソフトでの編集を考慮し、行挿入、行削除等の編集作業によってセル内の計算式が

壊れないように行頭に配置するものとする。

２）工区割等による区分分け（列方向）の合計は、列挿入、列削除等の編集作業による計算式

の破壊を防ぐため左端に合計欄を配置するものとする。

６．内訳数量表について

（１）レベル４（細別）で数量をくくっているものの中で、細別の中身に細分化が必要なもの、単

位当たりの数量に置き換える必要があるものは、内訳数量表を作成する。

（２）数量集計表の内訳数量表欄には、対応する内訳数量表番号を記入する。

DHNKAN_7003
テキストボックス
令和６年（2024年）４月１日以降積算基準日適用



共通 - 38 -

１．１１ 数量集計表の標準様式

設計数量の集計は、本数量集計表の様式に従い、作成するものとする。

１．名称、区分について

（１）工事区分、工種、種別、細別、規格欄は、「北海道建設部土木工事工種体系化の手引き」

（以下「体系化の手引き」という。）の階層（レベル）構造に従い記入する。

１）工事工種体系化では、レベル１（工事区分）、レベル２（工種）、レベル３（種別）、レ

ベル４（細別）、レベル５（規格）と階層構造を統一している。

（２）数量区分欄は、必要に応じて「各章の記載内容」により記入する。

１）数量区分は、積算時に必要とする条件であり、必要に応じて該当する区分毎に算出した数

量を記入する。

２．単位について

単位の表示は、「１．５ 数量計算の単位及び数位」、「１．６ 設計表示単位及び数位」、

又は「体系化の手引き」により記入する。

１）数量計算用単位は「数量算出要領」により、積算用単位は「体系化の手引き」によるもの

とする。

３．数位について

算出すべき数量の数位は、「１．５ 数量計算の単位及び数位」により記入する。

４．合計欄について

レベル４（細別）ごとの数値の合計を行（列）頭に配置する。

１）表計算ソフトでの編集を考慮し、行挿入、行削除等の編集作業によってセル内の計算式が

壊れないように行頭に配置するものとする。

２）工区割等による区分分け（列方向）の合計は、列挿入、列削除等の編集作業による計算式

の破壊を防ぐため左端に合計欄を配置するものとする。

５．内訳数量表について

（１）レベル４（細別）で数量をくくっているものの中で、細別の中身に細分化が必要なもの、単

位当たりの数量に置き換える必要があるものは、内訳数量表を作成する。

（２）数量集計表の内訳数量表欄には、対応する内訳数量表番号を記入する。



レベル4l
(細　　目)

合計

施工幅員 60 55.5

2.5m未満 55.5 55.5

施工幅員 110 111.1

4.0m以上 111.1 111.1

レベル4l
(細　　目)

合計

12 12.0

12.0 12.0
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既製杭工

鋼管杭
規格：SKK400（板厚9㎜）、
径：φ600㎜、 長さ：8.0m 本 1-1

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

m3

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
樋門･樋管本体工

盛土工
[流用土Ⅰ]

路体(築堤)盛土 m3

路体(築堤)盛土

レベル1
(工 事 区 分)

築堤･護岸
レベル2

(工　　種)
河川土工 　　数　　量　　集　　計　　表

備　　　　考
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

数量集計表記入例 （１）委託業務（積算委託を除く）の成果品として数量集計表を作成する場合

「積算要素」の記載は不要とする。

各章の「区分一覧表」の記載に従って、数

量を区分する。

路体（築堤）盛土なら、施工幅員で区分す

る。※積算区分は不要

工区が複数あり、数量調書が工

区毎に別の場合等は、この行ま

たは列を増やして記載し、合計

欄にそれらの合計を記載する。

「規格」は、体系化の手引きを参照して記載。
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レベル4l
(細　　目)

合計

施工幅員 60 55.5

2.5m未満 55.5 55.5

施工幅員 施工数量 障害の有無 110 111.1

4.0m以上 10,000m3未満 無し 111.1 111.1

レベル4l
(細　　目)

合計

12 12.0

12.0 12.0

共通　- 39-1 -

レベル1
(工 事 区 分)

築堤･護岸
レベル2

(工　　種)
河川土工 　　数　　量　　集　　計　　表

レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

盛土工
[流用土Ⅰ]

路体(築堤)盛土 路体(築堤)盛土 m3

路体(築堤)盛土 路体(築堤)盛土 m3

レベル1
(工 事 区 分)

樋門･樋管
レベル2

(工　　種)
樋門･樋管本体工 　　数　　量　　集　　計　　表

レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

既製杭工

1-1鋼管杭
規格：SKK400（板厚9㎜）、
径：φ600㎜、 長さ：8.0m 本

数量集計表記入例 （２）積算委託の成果品または工事の設計図書として数量集計表を作成する場合
工区が複数あり、数量調書が工

区毎に別の場合等は、この行ま

たは列を増やして記載し、合計

欄にそれらの合計を記載する。

「規格」は、体系化の手引きを参照して記載。

必要に応じ積算区分を追記。

歩掛名称を記載。

DHNKAN_7003
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1-1　鋼管杭　数量表 内　訳　数　量　表

本

数　　　　量

全　体 1 本 当り

鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工[パイル
ハンマ工]

鋼管杭、板厚9㎜、杭径φ600㎜、長さ8.0m 本 12.0

鉄筋工 SD345、D13
規格・仕様：一般構造物、施工条件：無、構造
物種別：差筋及び杭頭処理、施工規模：3.6t、
太径鉄筋の割合：0

ｔ 1.2

鉄筋工 SD345、D16～25
規格・仕様：一般構造物、施工条件：無、構造
物種別：差筋及び杭頭処理、施工規模：3.6t、
太径鉄筋の割合：0

ｔ 2.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ RC-2-1、混合ｾﾒﾝﾄ(B種) 構造物種別：小型構造物 m3 4.8

共通　- 40 -

備     考

1.0

0.4

0.1

0.2

規格：SKK400（板厚9㎜）、径：φ600㎜、 長さ：8.0m 12.0

項 目 規     格 数  量  区  分 単 位

内訳数量表記入例 （１）委託業務（積算委託を除く）の成果品として数量集計表を作成する場合

各章の「区分一覧表」の記載に従って、数

量を区分する。

コンクリートなら、構造物種別とコンクリート

規格（左の規格列に記載）で区分する。

※積算区分は不要

「規格」は、体系化の手引きを参照して記載。

DHNKAN_7003
テキストボックス
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1-1　鋼管杭　数量表 内　訳　数　量　表

本

数　　　　量

全　体 1 本 当り

鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工[パイル
ハンマ工]

本 12.0

鉄筋工 ｔ 1.2

鉄筋工 ｔ 2.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ RC-2-1、混合ｾﾒﾝﾄ(B種)
構造物種別：小型構造物、打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸ
ﾚｰﾝ機能付)打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生ｺﾝｸﾘｰﾄ各
種、養生工の種類：一般養生

m3 4.8
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備     考

1.0

0.4

0.1

0.2

杭種:鋼管杭, 杭打機機種:油圧パイルハンマ 4～4.5t, 杭の打込長:鋼管杭 10m以下, 板厚:8～
10mm, 杭径:鋼管杭 φ500mm以上φ800mm未満, ヤットコの有無:有, 補助クレーンの有無:無,
継杭施工の有無:無

鉄筋材料規格・径:SD345 D13, 規格・仕様区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約を
受ける場合の補正:無, 夜間作業補正:無, トンネル内作業の補正:無, 法面作業の補正:無, 太径
鉄筋補正:補正無（鉄筋割合10%未満含む）, 構造物種別による補正:差筋及び杭頭処理

鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25, 規格・仕様区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制
約を受ける場合の補正:無, 夜間作業補正:無, トンネル内作業の補正:無, 法面作業の補正:無,
太径鉄筋補正:補正無（鉄筋割合10%未満含む）, 構造物種別による補正:差筋及び杭頭処理

規格：SKK400（板厚9㎜）、径：φ600㎜、 長さ：8.0m 12.0

項 目 規     格 数  量  区  分 単 位

内訳数量表記入例 （２）積算委託の成果品または工事の設計図書として数量集計表を作成する場合

必要に応じ積算区分を追記。
内訳数量表の規格・数量区分欄については、

まとめて記載してもよい。
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